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は
じ
め
に

　
　
　

傀
儡
子
は
、
定
ま
れ
る
居
な
く
、
当
る
家
な
し
。
穹
廬
氈
帳
、
水
草
を

遂
ひ
て
も
て
移
徙
す
。
頗
る
北
荻
の
俗
に
類
た
り
。
男
は
皆
弓
馬
を
使
へ
、

狩
猟
を
も
て
事
と
為
す
。
或
は
双
剣
を
跳
ら
せ
て
七
丸
を
弄
び
、
或
は
木

人
を
舞
は
せ
て
桃
梗
を
闘
は
す
。
生
け
る
人
の
態
を
能
く
す
る
こ
と
、
殆

に
魚
竜
蔓
蜒
の
戯
に
近
し
。
沙
石
を
変
じ
て
金
銭
と
為
し
、
草
木
を
化
し

て
鳥
獣
と
為
し
、
能
く
人
の
目
を
□
す
。
女
は
愁
眉
・
啼
粧
・
折
腰
歩
・

齲
歯
咲
を
為
し
、
朱
を
施
し
粉
を
傳
け
、
倡
歌
淫
楽
し
て
、
も
て
妖
媚
を

求
む
。
父
母
夫
聟
は
誡
□
せ
ず**

。

と
『
傀
儡
子
記
』
に
描
写
し
た
の
は
、
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
）

で
あ
り
、晩
年
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
十
一
世
紀
に
生
き
た
藤
原
頼
通（
九
九
二

〜
一
〇
七
四
）
も
、「
傀
儡
子
は
、
素
よ
り
往
来
頻
り
に
て
、
万
里
の
間
に
、
居

も
尚
新
た
に
す
」
と
詠
っ
て
い
る**

。
十
一
世
紀
に
は
、
家
を
構
え
定
着
し
て
居

住
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
国
を
移
動
し
つ
つ
生
活
し
て
い
た
。

　
『
傀
儡
子
記
』
か
ら
は
、
傀
儡
子
集
団
は
主
と
し
て
狩
猟
生
活
を
営
ん
で
い

る
こ
と
、
二
本
の
剣
を
お
手
玉
に
し
た
り
七
つ
の
玉
投
げ
な
ど
の
芸
、「
魚
竜
蔓

延
の
戯
」
す
な
わ
ち
仮
頭
を
頂
い
て
魚
が
竜
に
な
っ
た
り
竜
蛇
や
熊
虎
に
な
っ

た
り
す
る
変
幻
の
戯
芸
等
と
、
木
人
を
舞
わ
す
芸
等
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
前
者
の
芸
は
、
七
・
八
世
紀
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
唐
散
楽
の
う
ち

軽
業
的
な
も
の
と
幻
術
的
な
芸
で
あ
り
、
後
者
の
人
形
回
し
は
、
十
一
世
紀
中

頃
の
『
新
猿
楽
記
』
に
も
、「
く
ぐ
つ
ま
は
し
」
と
あ
り
、
日
本
固
有
の
芸
能
で

あ
っ
た*3

。
主
と
し
て
傀
儡
子
集
団
の
男
性
芸
能
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
傀
儡
子
集
団
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
奈
良
時
代
の
乞
食
者
の
後
身

と
し
、
古
代
の
漁
労
民
・
狩
猟
民
に
求
め
る
林
屋
辰
三
郎
説
な
ど
に
対
し
て
、

傀
儡
子
族
は
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
で
芸
能
は
生
地
で
中
国
人
か
西
域
人
に
学
ん

だ
も
の
、
と
す
る
滝
川
政
次
郎
説*4

、
過
重
な
課
役
に
耐
え
か
ね
て
逃
亡
し
た
逃

散
農
民
と
す
る
角
田
一
郎
説**

な
ど
が
あ
る
。
小
稿
で
は
主
と
し
て
平
安
時
代
以

降
の
傀
儡
子
集
団
の
中
で
の
女
性
を
対
象
と
す
る
の
で
、
起
源
等
は
問
わ
な
い
。

　

大
江
匡
房
は
、
傀
儡
子
女
性
に
関
し
て
は
、
細
く
描
い
た
眉
、
悲
し
ん
で
泣

い
た
顔
に
見
え
る
化
粧
、
足
が
弱
く
歩
き
難
い
ふ
り
を
す
る
た
め
に
腰
を
曲
げ

て
の
歩
行
、
虫
歯
が
痛
い
よ
う
な
顔
で
の
作
り
笑
い
、
朱
と
白
粉
の
厚
化
粧
、

等
々
で
歌
を
歌
い
淫
楽
を
し
て
男
を
さ
そ
う
、
父
母
夫
聟
は
誡
め
も
し
な
い
、

と
記
す
。
多
分
に
漢
籍
的
表
現
で
あ
り
現
実
の
描
写
と
す
る
に
は
躊
躇
さ
れ
る

傀
儡
女
の
登
場
と
変
容

　
　
　
〜
日
本
に
お
け
る
買
売
春
〜

服
　
藤
　
早
　
苗
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が
、
歌
を
歌
い
売
春
を
す
る
姿
は
実
態
で
あ
ろ
う
。
こ
の
傀
儡
子
女
性
に
つ

い
て
は
、
滝
川
政
次
郎
・
脇
田
晴
子
氏
等
は
、
遊
女
は
水
辺
、
傀
儡
女
は
陸

の
宿
駅
と
区
別
さ
れ
て
い
た
、
と
遊
女
や
白
拍
子
と
の
相
違
を
明
確
に
提
示

し
て
い
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
は
、「
傀
儡
子
と
い
う
遊
女
」
と
記
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。
た
し
か
に
、『
下
学
集
』
下
、
態
藝
で
は
、「
傀
儡
〈
日
本
、
俗
に
遊

女
を
呼
び
て
傀
儡
と
曰
う
〉」と
あ
る
。
し
か
し
国
語
辞
典
で
あ
る『
下
学
集
』

は
、
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
て
お
り
、
十
五
世
紀
に
は
、

遊
女
と
傀
儡
が
同
じ
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
時
頃
か

ら
、
ど
の
よ
う
な
要
因
で
傀
儡
子
女
性
が
遊
女
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
、
詳
細
な
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
に
お
け
る
買
売
春
の
成
立

に
と
っ
て
は
大
変
重
要
な
一
つ
の
要
素
で
あ
り
、
ま
た
最
近
、
買
売
春
の
通

史
も
出
て
い
る
が
、
混
乱
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る*6

。
筆
者
は
白
拍
子

に
つ
い
て
も
同
様
な
課
題
で
分
析
し
た
が**

、
小
稿
は
、
傀
儡
子
女
性
に
つ
い

て
、
買
売
春
の
成
立
過
程
と
変
容
の
視
点
か
ら
、
史
料
に
即
し
て
考
察
を
加

え
た
い
。
そ
の
た
め
、
傀
儡
子
女
性
を
傀
儡
女
と
記
す
こ
と
と
す
る
。

一
、
傀
儡
女
の
登
場

　

傀
儡
女
の
こ
と
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
早
期
の
史
料
に
、
次
の
長
久
元
年

（
一
〇
四
〇
）
五
月
三
日
の
日
記
が
あ
る
。

　
　
　

右
府
に
参
る
。
相
公
亞
将
云
わ
く
、「
今
日
、
桂
別
業
に
向
か
う
べ
し
。

相
共
に
如
何
」。
予
、
応
許
す
。
巳
時
ば
か
り
、
同
乗
し
、
彼
の
所
に

向
か
う
。
資
高
、
資
頼
、
資
仲
等
、
相
同
す
。
終
日
遊
興
の
間
、
傀
儡

子
来
た
り
て
歌
い
遊
ぶ
。
は
な
は
だ
興
有
り
、
興
有
り
。（『
春
記
』）

藤
原
資
房
は
、
養
祖
父
右
大
臣
藤
原
実
資
八
十
四
歳
邸
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、

娘
千
古
の
婿
参
議
左
中
将
兼
頼
二
十
七
歳
か
ら
桂
別
業
で
の
遊
宴
に
誘
わ
れ

た
の
で
、
資
高
四
十
二
歳
、
資
頼
、
資
仲
二
十
歳
等
の
小
野
宮
一
族
た
ち
と

同
行
す
る
。
午
前
十
時
頃
か
ら
夕
方
ま
で
、
終
日
遊
興
し
た
場
所
に
、
傀
儡

子
が
来
て
歌
っ
た
、
と
い
う**

。
父
中
納
言
資
平
五
十
七
歳
は
同
行
し
て
お
ら

ず
、
二
十
〜
三
十
歳
代
の
男
性
達
で
出
か
け
た
よ
う
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』

に
も
光
源
氏
が
桂
の
院
の
別
邸
で
遊
宴
し
た
場
面
が
あ
り
、
ま
た
藤
原
道
長

も
造
作
し
て
お
り
、
桂
別
業
は
貴
族
層
の
別
荘
の
地
だ
っ
た**

。
道
長
の
孫
兼

頼
の
誘
い
で
あ
り
、
道
長
が
造
作
し
た
桂
別
業
で
あ
ろ
う
か
。

　

十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
、
江
口
・
神
崎
等
に
は
遊
女
が
お
り
、

貴
豪
族
層
の
寺
社
詣
で
や
任
国
赴
任
等
の
職
務
に
よ
る
往
来
等
の
際
に
は
活

躍
し
て
い
た***

が
、
交
通
の
要
衝
で
は
な
い
桂
別
業
辺
り
に
遊
女
は
い
な
か
っ

た
。「
傀
儡
子
来
た
り
て
歌
い
遊
ぶ
」
と
あ
る
か
ら
、男
性
芸
能
者
で
は
な
く
、

傀
儡
女
と
考
え
て
よ
く
、
ま
た
「
来
た
り
て
」
と
の
表
現
か
ら
、
傀
儡
女
集

団
の
居
住
地
は
桂
別
業
あ
た
り
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
期
は
、
先

の
『
傀
儡
子
記
』
の
よ
う
に
、
定
住
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

な
お
、「
傀
儡
」
そ
の
も
の
は
、『
枕
草
子
』
に
登
場
す
る
。

　
　

と
り
も
た
る
も
の
、
傀
儡
の
こ
と
と
り
。

　
　
（
得
意
然
と
し
て
い
る
も
の
は
、
傀
儡
の
長***

）

「
傀
儡
の
こ
と
と
り
」
と
は
、
傀
儡
回
し
の
長
で
あ
り
、『
枕
草
子
』
の
前
後

関
係
か
ら
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
年
の
始
め
に
貴
顕
富
家
を
訪
れ
て
、
人
形

を
廻
し
な
が
ら
、
め
で
た
い
寿
言
を
唱
え
、
言
霊
の
幸
を
予
祝
す
る
十
数
人

で
構
成
さ
れ
た
傀
儡
集
団
が
想
定
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る***

。
こ
の
場
合
は
、

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
八
第
二
十
七
話
「
伊
豆
守
小
野
五
友
目
代
語
」

が
想
起
さ
れ
る
。
伊
豆
守
小
野
五
友
は
、
目
代
が
居
な
か
っ
た
の
で
東
西
を

捜
し
た
ら
、「
駿
河
ノ
国
ニ
ナ
ム
、
才
賢
ク
弁
ヘ
有
テ
、
手
ナ
ド
吉
ク
書
ク
者
」

が
い
た
の
で
採
用
し
た
。
書
も
算
術
も
有
能
で
、
万
を
任
せ
て
い
た
。
あ
る
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日
、「
傀
儡
子
ノ
者
共
多
ク
館
ニ
来
テ
」「
歌
ヲ
詠
ヒ
、
笛
ヲ
吹
キ
、
オ
モ
シ

ロ
ク
遊
ブ
」。
こ
れ
を
聞
い
た
目
代
は
、
文
書
に
押
す
印
を
傀
儡
子
の
拍
子

に
合
わ
せ
て
、「
三
度
拍
子
ニ
印
ヲ
指
ス
」。
傀
儡
子
た
ち
は
怪
し
が
っ
て
、

ま
す
ま
す
詠
い
叩
き
、「
急
ニ
詠
ヒ
早
ス
。
其
ノ
時
ニ
、
此
ノ
目
代
、
太
ク
辛

ビ
タ
ル
音
ヲ
打
出
シ
テ
、
傀
儡
子
ノ
歌
ニ
加
ヘ
テ
詠
フ
」。
音
楽
を
聴
き
、

思
わ
ず
昔
の
事
を
思
い
出
し
、
詠
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
は
た
と
気
が

つ
い
た
本
人
は
、恥
ず
か
し
が
っ
て
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し
た
が
、守
は
「
傀

儡
子
目
代
」
と
名
付
け
た
。「
少
シ
オ
ボ
エ
下
リ
ニ
ケ
レ
ド
モ
、
守
糸
惜
ガ

リ
テ
、
尚
仕
ヒ
ケ
リ***

」。
こ
の
説
話
で
は
傀
儡
集
団
が
笛
や
太
鼓
で
拍
子
を

取
り
、
面
白
お
か
し
く
囃
し
な
が
ら
、
歌
を
詠
っ
た
こ
と
、
地
方
を
巡
業
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
目
代
が
詠
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
傀
儡
集
団
は
男
性

が
居
た
事
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
傀
儡
女
は
歌
を
詠
う

か
ら
、
居
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
目
代
は
駿
河
国
出
身
で
あ
り
、
伊
豆

国
の
傀
儡
子
集
団
に
は
面
識
が
な
か
っ
た
こ
と
も
判
明
す
る
。
各
国
単
位
く

ら
い
に
傀
儡
子
集
団
が
お
り
、
国
内
を
巡
業
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

十
二
世
紀
中
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
本
朝
無
題
詩
』
に
は
、「
傀
儡
子
」

を
ま
と
め
た
七
遍
の
漢
詩
が
あ
り
、
藤
原
頼
通
の
漢
詩
が
最
初
で
あ
る
。

　
　

傀
儡
子
は　

素
よ
り
往
来
頻
り
に
て

　
　

万
里
の
間
に　

居
も
尚
新
た
に
す

　
　

宿
を
卜
し
て
独
り
歌
ふ　

山
月
の
夜

　
　

蹤
を
尋
ね
て
定
め
ず　

野
煙
の
春

　
　

壮
年
に
は　

華
洛
の
寵
光
の
女
な
り
し
も

　
　

暮
歯
に
は　

蓬
廬
の
留
守
の
人
な
り

　
　

行
客
征
夫
の　

遥
か
に
目
を
側
む
る
は

　
　

是
れ
斯
れ　

髪
白
く　

面
も
空
し
く
皴
め
れ
ば
な
り***

資
房
た
ち
一
行
の
年
齢
を
考
慮
す
る
と
頼
通
の
壮
年
の
作
と
推
察
さ
れ
る
の

で
、
資
房
が
傀
儡
女
に
出
会
っ
た
頃
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
天
下
を
頻
り
に

往
来
し
万
里
の
間
に
居
所
を
新
た
に
し
つ
つ
、
宿
所
を
定
め
て
山
川
の
う
る

わ
し
い
夜
に
歌
う
こ
と
も
あ
り
、「
華
洛
」
で
評
判
の
傀
儡
女
が
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
桂
別
業
に
「
来
た
」
傀
儡
女
た
ち
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
本
朝
無
題
詩
』
に
は
、
頼
通
の
他
に
藤
原
敦
光
（
一
〇
六
二
〜

一
一
四
四
）、藤
原
基
俊
（
一
〇
五
六
〜
一
一
四
二
）、藤
原
実
光
（
一
〇
六
九

〜
一
一
四
七
）
等
の
生
没
年
が
判
明
す
る
貴
族
の
傀
儡
女
を
詠
ん
だ
漢
詩
が

載
っ
て
い
る
の
で
、
十
一
世
紀
後
期
に
は
、
貴
族
た
ち
と
の
交
流
が
多
か
っ

た
事
が
明
ら
か
に
な
る
。
い
っ
ぽ
う
、
漢
詩
は
む
し
ろ
十
世
紀
か
ら
十
一
世

紀
前
期
の
方
が
盛
ん
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
傀
儡
女
を
詠
う
の
は
頼
通
作
が

最
初
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
傀
儡
女
が
貴
族
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

十
一
世
紀
中
期
頃
か
ら
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
傀
儡
女
た
ち
は
ど
こ
に
居
た
の
か
。『
傀
儡
子
記
』
に
は
、「
東
は

美
濃
・
参
川
・
遠
江
等
の
党
を
、
豪
貴
と
為
す
。
山
陽
は
播
州
、
山
陰
は
馬

州
等
の
党
、
こ
れ
に
次
ぐ
。
西
海
の
党
は
下
と
為
せ
り
」
と
あ
る
。
美
濃
・

三
河
・
遠
江
は
東
海
道
で
あ
る
。
藤
原
敦
光
は
、「
濃
州
傀
儡
子
の
居
る
所
、

青
冢
」
と
説
明
し
て
お
り
、
美
濃
国
不
破
郡
の
宿
駅
青
墓
が
居
所
だ
っ
た
。

十
一
世
紀
末
に
は
、
す
で
に
傀
儡
女
が
本
拠
と
す
る
居
所
が
決
ま
っ
て
お
り
、

そ
の
地
に
は
「
党
」
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。『
梁

塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
は
、「
さ
は
の
あ
こ
ま
ろ
と
て
、
青
墓
の
者
、
歌
数
多
知

り
た
る
上
手
、
こ
の
た
び
上
り
た
り
」
と
「
さ
は
の
あ
こ
ま
ろ
」
が
見
え
、

さ
ら
に
、「
あ
こ
ま
ろ
が
母
は
、
大
進
が
姉
に
和
歌
と
申
し
候
し
也
」
と
、
母

子
で
上
京
し
、
貴
族
た
ち
と
今
様
を
詠
っ
て
い
る
。
ま
た
「
五
月
花
の
こ
ろ
、

江
口
・
神
崎
の
君
、
美
乃
の
傀
儡
女
集
ま
り
て
、
花
参
ら
せ
し
事
あ
り
き
」
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と
美
濃
の
傀
儡
女
が
見
え
る
。
歌
人
で
白
河
上
皇
の
側
近
公
卿
藤
原
顕
季

（
一
〇
五
五
〜
一
一
二
三
）
が
、「
日
詰
め
に
て
、
墨
俣
・
青
墓
の
君
ど
も
数

多
喚
び
集
め
て
、
様
々
の
歌
を
つ
く
し
け
る
」
と
東
海
道
の
墨
俣
や
青
墓
の

傀
儡
女
が
多
く
上
京
し
て
歌
を
詠
っ
て
お
り
、
墨
俣
に
も
傀
儡
女
が
い
る
。

　

藤
原
茂
明
は
「
名
を
傀
儡
と
称
す
は　

何
れ
の
方
に
か
有
る
」
と
詠
い
だ

し
、「
鏡
山
の
月
冷
じ
き
に
家
郷
を
卜
す
」
と
、
鏡
山
に
も
傀
儡
女
が
家
居
し

て
い
る
（『
本
朝
無
題
詩
』）。
鏡
山
は
滋
賀
県
蒲
生
郡
の
宿
駅
で
、『
梁
塵
秘

抄
口
伝
集
』に
は
、「
鏡
の
山
の
あ
こ
丸
」（
後
述
）が
著
名
で
あ
る
。
ま
た
、『
無

名
抄
』
に
は
、「
ふ
け
の
入
道
（
関
白
忠
実
）
に
、
俊
頼
朝
臣
候
へ
る
日
、
か

が
み
の
く
ぐ
つ
ど
も
集
ま
り
て
、
歌
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
る
に
」
と
、
鏡
の
傀

儡
ど
も
が
関
白
藤
原
忠
実
の
邸
宅
に
集
ま
っ
て
い
た
と
あ
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
傀
儡
女
た
ち
は
本
拠
地
か
ら
上
京
し
て
都
の
貴
族
邸
で
詠
歌
し
て
い

る
。「
鏡
の
傀
儡
ど
も
」
と
あ
る
か
ら
、
大
勢
上
京
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

中
原
広
俊
は
、「
三
河
国
赤
坂
傀
儡
女
中
、
口
髭
多
い
者
有
り
。
口
髭
君
を

号
す
故
な
り
」
と
詞
書
き
に
記
し
、「
名
を
得
た
る
赤
坂
は　

口
に
髭
多
し
」

と
詠
っ
て
い
る
（『
本
朝
無
題
詩
』）。
三
河
国
赤
坂
に
も
傀
儡
女
が
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
東
海
道
の
宿
駅***

、
近
江
国
の
鏡
、
美
濃
国
の
青
墓
・
赤
坂

等
に
は
傀
儡
女
が
居
た
事
が
確
認
で
き
、
そ
の
中
で
も
、
美
濃
・
三
河
・
遠

江
の
傀
儡
女
達
は
「
豪
貴
」、
華
や
か
で
豪
華
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
中
原
広
俊
は
、「
色
を
売
る
丹
州
は　

容
の
醜
き
を
忘
れ
」
と
詠
い
、

「
丹
波
国
傀
儡
女
、
容
貌
皆
醜
し
。
故
に
い
わ
く
」
と
説
明
し
て
い
る
（『
本

朝
無
題
詩
』）。『
傀
儡
子
記
』
に
は
、「
山
陽
は
播
州
、
山
陰
は
馬
州
等
の
党
」

と
あ
り
、
但
馬
が
見
え
る
か
ら
、
山
陰
道
の
宿
駅
に
も
傀
儡
女
が
居
た
。

　

十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、「
傀
儡
」「
傀
儡
子
」「
傀
儡
女
」

と
史
料
に
み
え
る
の
は
、
以
上
で
あ
る
が
、
十
二
世
紀
末
ま
で
、
す
な
わ
ち

平
安
時
代
に
関
し
て
は
、
淀
川
の
山
崎
・
桂
本
・
江
口
・
神
崎
等
は
遊
女
、

東
海
道
・
山
陰
道
等
の
陸
の
宿
駅
に
い
る
の
は
傀
儡
女
と
明
確
に
区
別
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
史
料
的
に
は
ほ
ぼ
妥
当
で
あ
る
。
後
白
河
上
皇
は
『
梁
塵

秘
抄
口
伝
集
』
の
叙
述
に
お
い
て
、
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。

　
　

斯
く
の
如
き
上
達
部
・
殿
上
人
は
言
は
ず
、
京
の
男
女
・
所
々
の
端
者
・

雑
仕
・
江
口
神
崎
の
遊
女
・
国
々
の
傀
儡
子
、
上
手
は
言
は
ず
、
今
様

を
謡
ふ
者
の
聞
き
及
び
我
が
付
け
て
謡
は
ぬ
者
は
少
な
く
や
あ
ら
む***

。

遊
女
は
江
口
神
崎
、
傀
儡
子
は
諸
国
と
あ
る
。
十
二
世
紀
末
成
立
の
『
建
久

四
年
六
百
番
歌
合
』
に
は
、「
遊
女
に
寄
せ
る
恋
」
十
二
首
は
、
す
べ
て
水
上
、

「
傀
儡
に
寄
せ
る
恋
」
は
す
べ
て
陸
上
で
あ
り
、
間
違
い
な
く
、
水
上
と
陸

上
の
女
性
達
の
区
別
は
明
確
に
な
さ
れ
て
い
た
と
言
う
事
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
更
級
日
記
』
で
作
者
た
ち
帰
京
一
行
は
、足
柄
山
の
麓
で
「
あ

そ
び
」
に
出
会
っ
た
。

　
　

麓
に
や
ど
り
た
る
に
、
月
も
な
く
暗
き
夜
の
、
闇
に
ま
ど
ふ
や
ふ
な
る

に
、
遊
女
三
人
、
い
づ
く
よ
り
と
も
な
く
出
で
き
た
り
。
五
十
許
な
る

ひ
と
り
、
二
十
許
な
る
、
十
四
五
な
る
と
あ
り
。
庵
の
ま
へ
に
か
ら
か

さ
を
さ
さ
せ
て
、
す
へ
た
り
、
を
の
こ
ど
も
、
火
を
と
も
し
て
見
れ
ば
、

昔
、
こ
は
た
と
い
ひ
け
む
が
孫
と
い
ふ***

。

「
遊
女
」
と
漢
字
で
記
さ
れ
、「
あ
そ
び
」
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
高
く

澄
ん
だ
声
で
謡
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
二
十
許
の
女
性
が
謡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
は
た
の
孫
は
こ
の
女
性
だ
と
す
る
と
、
十
世
紀
末
頃
に
い
た
こ
と
に
な
る
。

前
述
の
十
二
世
紀
末
ま
で
は
、
遊
女
は
水
辺
、
傀
儡
女
は
陸
上
の
芸
能
者
、

と
の
整
合
性
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
千
葉
県
市
川
市
に

あ
る
下
総
国
府
域
出
土
の
「
遊
女
」
墨
書
皿
が
、「
遊
女
」
の
初
見
史
料
で
あ

り
、
出
土
地
は
、
九
世
紀
後
半
の
井
上
駅
家
や
市
が
推
定
さ
れ
て
い
る***

。
ま
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た
、
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
十
一
月
二
十
四
日
の
賀
茂
臨
時
祭
に
は
、「
鴨
明

神
に
於
い
て
奉
幣
走
馬
有
り
。
勅
使
右
兵
衛
督
藤
原
高
経
、
遊
男
二
十
人
を

率
い
上
下
社
に
参
る
」（『
日
本
紀
略
』）、
と
九
世
紀
末
に
は
「
遊
男
」
が
出

て
き
て
お
り
、
こ
の
遊
男
は
、
歌
舞
を
奉
納
す
る
た
め
に
選
ば
れ
教
習
さ
れ

た
若
い
官
人
た
ち
だ
っ
た***

。「
遊
女
」は
あ
そ
び
と
訓
じ
ら
れ
て
お
り
、「
遊
男
」

も
同
様
に
よ
ば
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
遊
女
記
』
に
は
、「
倡
女
群
を
な
し
て
、
扁
舟
に
棹
さ
し
て
旅
舶
に
着
き
、

も
て
枕
席
を
薦
む
」と
あ
り
、歌
を
謡
い
、共
寝
も
す
る
芸
能
者
で
あ
る
。『
傀

儡
子
記
』
に
は
、「
倡
歌
淫
楽
し
て
、
も
て
妖
媚
を
求
む
」
と
、
謡
と
、
共
寝

は
同
じ
で
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
三
第
四
十
四
話
に
も
、「
遊
女
・

傀
儡
等
ノ
歌
女
ヲ
招
キ
詠
ヒ
遊
ブ
」
と
遊
女
と
傀
儡
女
は
「
歌
女
」
と
分
類

さ
れ
て
い
る
。
京
内
の
歌
女
に
つ
い
て
は
白
拍
子
検
討
の
際
に
、
考
察
を
加

え
た
が***

、『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
で
も
、
今
様
を
謡
う
の
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

本
来
は
、
陸
上
も
水
辺
も
「
歌
女
」
は
「
あ
そ
び
」
と
よ
ば
れ
、「
遊
女
」
と

記
し
て
い
た
も
の
の
、
旅
の
無
事
を
言
祝
ぐ
傀
儡
子
集
団
が
陸
の
宿
駅
に
多

く
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
傀
儡
女
が
今
様
を
謡
う
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

陸
上
は
「
傀
儡
」「
傀
儡
子
」「
傀
儡
女
」、
水
辺
は
「
遊
女
」
と
漢
字
で
区

別
さ
れ
、
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
だ
仮
説
の
域

で
し
か
な
い
が
、
今
後
と
も
検
討
し
た
い
課
題
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
十
一
世
紀
以
降
十
二
世
紀
末
ま
で
は
、
水
辺
と
陸
上

の
「
歌
女
」
は
区
別
さ
れ
、
水
辺
は
遊
女
、
陸
上
の
宿
駅
は
傀
儡
女
、
さ
ら

に
京
内
は
歌
女
と
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
　
傀
儡
女
の
存
在
形
態

　

陸
上
の
宿
駅
で
今
様
を
謡
う
「
あ
そ
び
」
と
し
て
の
傀
儡
女
の
、
生
活
を

史
料
に
即
し
、
具
体
的
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
に
、
基
本
的
生
活
の
資
は
、
歌
と
売
春
だ
っ
た
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
藤
原
敦
光
は
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

　
　

秋
の
月
に
関
を
出
で
て　

遠
城
に
赴
く
に

　
　

傀
儡
の
群
至
り
て　

行
き
行
く
を
妨
ぐ

　
　

契
り
結
び
し
旅
店　

霜
低
き
夕

　
　

歌
ひ
居
る
駅
亭　

月
落
つ
る
程

　
　

翠
黛
紅
粧
も
て　

己
が
任
と
為
し

　
　
（
秋
の
頃　

関
を
出
て
東
方
へ
の
遠
い
旅
に
出
る
。
す
る
と
傀
儡
の
集

団
が
旅
路
に
立
ち
現
れ
る
。
旅
宿
が
お
り
始
め
た
夕
方
に
一
夜
の
契
り

を
結
び
、
月
も
沈
む
頃
、
宿
場
で
歌
を
歌
う
。
黛
や
頬
を
赤
く
化
粧
す

る
こ
と
が
仕
事
で
）（『
本
朝
無
題
詩
全
註
釈
』
よ
り
）

傀
儡
女
は
旅
宿
で
歌
い
、
夜
は
一
夜
の
契
り
を
結
ぶ
、
つ
ま
り
共
寝
を
す
る
。

こ
の
歌
と
売
春
が
基
本
的
な
生
活
の
資
で
あ
る
。『
傀
儡
子
記
』
に
は
、「
父

母
夫
聟
は
誡
□
せ
ず
」
と
父
母
や
夫
が
居
た
事
が
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
、「
傀

儡
の
群
」
の
中
に
は
父
母
や
夫
を
持
つ
女
性
も
お
り
、
集
団
で
生
活
し
つ
つ
、

「
旅
店
」「
駅
亭
」
で
歌
と
共
寝
の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
傀
儡
集

団
で
は
、
夫
は
妻
で
あ
る
傀
儡
女
の
性
を
独
占
的
に
所
有
し
て
い
な
か
っ
た

の
は
、
職
業
柄
で
あ
ろ
う
。

　

十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
に
は
、
す
で
に
東
に
向
か
う
東
海
道
の
宿
駅

に
、
歌
と
共
寝
を
業
と
す
る
傀
儡
女
が
定
着
し
て
生
活
し
て
い
た
。

　

第
二
に
、
定
着
が
始
ま
っ
て
も
、
顧
客
の
要
請
で
、
京
上
し
た
り
、
地
方

赴
任
に
同
行
す
る
な
ど
、
移
動
も
多
か
っ
た
点
で
あ
る
。
保
元
二
年

（
一
一
五
七
）
九
月
、
後
白
河
法
皇
が
、
法
住
寺
で
今
様
談
義
を
し
て
い
た
時
、

乙
前
（
一
〇
八
七
〜
一
一
六
九
）
は
次
の
よ
う
に
語
る
。



埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第10号

（
三
六
）

─ 43* ─

　
　

監
物
清
経
、
尾
張
へ
下
り
し
に
、
美
乃
国
に
宿
た
り
し
に
、
十
二
三
に

て
あ
り
し
時
、
目
井
に
具
し
て
罷
り
た
り
し
に
、
歌
を
聞
き
て
、「
め
で

た
き
声
か
な
。
如
何
に
ま
れ
、
末
徹
ら
む
ず
る
こ
と
よ
」
と
て
、
や
が

て
相
具
し
て
京
へ
上
り
て
、
目
井
や
が
て
一
つ
家
に
い
と
ほ
し
く
し
て

置
き
た
り
し
に
（『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』）

乙
前
が
十
二
三
歳
の
こ
と
と
あ
る
の
で
、
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
な
い
し

承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
に
、
監
物
清
経
が
尾
張
国
へ
の
下
向
途
中
で
、
美

濃
国
青
墓
宿
の
傀
儡
女
目
井
と
出
会
い
、
そ
の
養
女
乙
前
の
声
が
す
ば
ら
し

く
、
末
は
た
い
し
た
事
に
な
る
に
違
い
な
い
と
考
え
、
や
が
て
目
井
と
乙
前

と
一
緒
に
上
京
し
、
目
井
に
家
を
与
え
た
、
と
あ
る
。
監
物
清
経
は
、
源
清

経
で
あ
り
、
西
行
法
師
の
外
祖
父
と
さ
れ
て
い
る***

。
清
経
は
、
目
井
に
他
の

弟
子
も
取
ら
せ
、
今
様
を
徹
底
的
に
伝
授
さ
せ
る
。

　
　

清
経
、
目
井
を
語
ら
ひ
て
、
相
具
し
て
年
比
棲
み
侍
け
り
。
歌
の
い
み

じ
さ
に
、
志
無
く
な
り
に
け
れ
ど
猶
在
り
け
る
が
、
近
く
寄
る
も
わ
び

し
く
覚
え
け
れ
ど
、
歌
の
い
み
じ
さ
に
、
得
退
か
で
あ
り
け
る
に
、
寝

た
る
が
余
り
む
つ
か
し
く
て
、
空
寝
を
し
て
後
向
き
て
寝
た
り
。
背
中

に
目
を
た
た
き
し
睫
毛
の
当
た
り
し
も
お
そ
ろ
し
き
ま
で
な
り
し
か
ど
、

そ
れ
を
念
じ
て
、
青
墓
に
往
く
時
は
や
が
て
具
し
て
行
き
、
迎
へ
に
行

て
具
て
還
り
な
ど
し
て
、
後
に
年
老
い
て
は
、
食
物
給
て
て
、
尼
に
て

こ
そ
死
ぬ
る
ま
で
扱
ひ
て
あ
り
し
か
。「
近
代
の
人
、
志
無
か
ら
む
に
、

京
な
り
と
も
行
か
じ
か
し
」と
こ
そ
言
ひ
け
れ
。（『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』）

清
経
は
、
上
京
し
て
目
井
と
同
棲
し
て
い
た
が
、
今
様
が
す
ば
ら
し
く
棄
て

が
た
か
っ
た
の
で
、
情
人
と
し
て
の
愛
情
は
無
く
な
り
、
寝
て
い
て
背
中
に

睫
毛
が
当
た
る
の
も
煩
わ
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
目
井
が
故
郷
の
青
墓
に
帰

る
時
は
同
行
し
、
迎
え
に
も
行
く
な
ど
し
て
、
年
老
い
て
も
「
食
物
給
ひ
」、

生
活
は
保
証
し
、
尼
に
な
り
、
亡
く
な
る
ま
で
世
話
を
し
た
。
近
頃
の
男
性

は
、
熱
が
冷
め
る
と
京
内
だ
っ
て
行
っ
て
く
れ
た
り
し
な
い
の
に
、
清
経
は

よ
く
し
て
く
れ
た
も
の
だ
。
こ
れ
も
乙
前
が
後
白
河
上
皇
に
語
っ
た
言
葉
で

あ
る
。
目
井
も
乙
前
も
、
京
と
青
墓
を
往
復
し
て
い
る
。
目
井
は
、
清
経
の

情
人
＝
妾
と
な
り
、
京
に
長
年
住
ん
で
い
て
も
、「
青
墓
の
目
井
」
と
人
々
か

ら
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
傀
儡
女
の
宿
駅
へ
の
定
着
が
確
認
さ
れ
る
。

　

青
墓
の
あ
こ
ま
ろ
の
母
の
和
歌
は
、「
四
三
に
疾
く
後
れ
て
、
大
曲
の
歌
を

ば
え
謡
は
ざ
り
し
に
、
土
佐
守
盛
実
が
甲
斐
へ
具
て
罷
り
た
り
し
に
習
ひ
た

り
し
」（『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』）
と
語
っ
て
い
る
。
四
三
と
は
、
美
濃
国
青

墓
の
傀
儡
女
師
承
系
譜
で
は
、
宮
姫
─
小
三
─
な
び
き
─
四
三
と
継
承
さ
れ

る
今
様
の
継
承
者
で
あ
り***

、
盛
実
は
四
三
か
ら
今
様
を
伝
授
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
傀
儡
女
和
歌
は
、
国
守
に
同
行
し
て
、
甲

斐
国
ま
で
行
っ
て
い
る
。
四
三
も
、「
ふ
し
み
に
く
ぐ
つ
の
し
さ
む
が
も
う
で

き
た
り
け
る
に
・
・
も
と
宿
し
た
り
け
る
家
に
は
な
し
て
と
、
も
う
で
こ
ざ

り
け
れ
ば
」（『
散
木
奇
歌
集
』
巻
十
雑
）
と
あ
り
、伏
見
に
来
て
い
た
。「
ふ

け
の
入
道
（
関
白
忠
実
）
に
、
俊
頼
朝
臣
候
へ
る
日
、
か
が
み
の
く
ぐ
つ
ど

も
集
ま
り
て
、
歌
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
る
に
」（『
無
名
抄
』）
と
あ
り
、
鏡
宿

の
傀
儡
女
集
団
が
上
京
し
て
い
た
。
こ
こ
で
も
「
鏡
の
傀
儡
女
」
と
あ
り
、

鏡
宿
傀
儡
女
は
、
京
と
鏡
宿
を
往
来
し
て
い
た
。

　

十
三
世
紀
中
頃
、
藤
原
時
朝
が
旅
の
途
中
で
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　

京
よ
り
く
た
し
侍
り
け
る
に
、
い
け
た
の
傀
儡
〈
か
め
つ
る
〉
き
せ
か

は
ま
で
あ
ひ
つ
れ
て
侍
り
け
る
か
、
そ
れ
よ
り
か
へ
し
は
べ
る
と
て
、

　
　

な
れ
き
つ
る
袖
の
別
の
露
け
さ
は
、
か
た
み
に
か
か
る
な
み
た
な
り
け

り
（『
新
和
歌
集
』）

藤
原
時
朝
は
、
常
陸
国
笠
間
の
武
士
で
塩
屋
朝
業
の
子
で
あ
る
。
京
都
か
ら
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関
東
に
下
向
す
る
途
中
で
遠
江
国
池
田
宿
の
傀
儡
女
か
め
つ
る
を
、
駿
河
国

黄
瀬
川
宿
ま
で
伴
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
遠
江
国
橋
下
（
本
）

宿
の
藤
王
と
い
う
傀
儡
女
が
、
男
性
に
伴
っ
て
宇
都
宮
ま
で
行
き
、
し
ば
ら

く
伺
候
し
て
帰
国
し
た
こ
と
も
『
新
和
歌
集
』
か
ら
う
か
が
え
る***

。

　

十
一
世
紀
に
宿
駅
に
定
着
し
は
じ
め
て
い
た
傀
儡
女
集
団
は
、
し
か
し
、

様
々
な
要
因
で
諸
国
を
往
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
は
、
傀
儡
女
が
他
の
職
種
に
も
就
い
て
い
た
事
が
こ
の
期
の
特
徴
で

あ
る
。
今
様
狂
い
の
後
白
河
法
皇
は
、
今
様
の
歌
手
を
招
い
て
習
い
謡
う
。

　
　

資
賢
・
季
兼
な
ど
語
ら
ひ
寄
せ
て
も
聞
き
、
鏡
の
山
の
あ
こ
丸
、
主
殿

寮
に
て
あ
り
し
か
ば
、
常
に
喚
び
聞
き
、
神
崎
の
か
ね
、
女
院
に
候
し

か
ば
、
参
り
た
る
に
は
申
て
謡
は
せ
て
聞
き
し
を
、「
あ
ま
り
に
て
は
。

時
々
は
こ
れ
に
て
も
如
何
で
聞
か
で
は
あ
ら
む
ず
る
ぞ
」
と
夜
交
ぜ
に

給
ば
む
と
て
給
し
か
ば
、
あ
の
御
方
へ
参
夜
は
、
人
を
付
け
て
暁
帰
る

を
喚
び
、
我
賜
は
る
夜
は
、
未
だ
明
き
よ
り
取
り
籠
め
て
謡
は
せ
て
、

聞
き
習
ひ
て
謡
ふ
歌
も
あ
り
き
。（『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』）

鏡
山
の
あ
こ
丸
が
、
主
殿
寮
に
お
り
、
神
崎
の
か
ね
は
、
待
賢
門
院
に
仕
え

て
い
る
。
か
ね
が
女
院
に
出
仕
し
た
日
に
は
、
法
皇
が
歌
を
謡
わ
せ
て
ば
か

り
い
る
の
で
、
女
院
は
、「
そ
う
終
始
借
り
ら
れ
て
は
困
る
。
こ
ち
ら
で
も
聞

き
た
い
」
と
言
っ
て
、
一
夜
交
替
で
お
貸
し
く
だ
さ
ろ
う
と
言
う
事
に
な
っ

た
が
、
女
院
に
参
仕
し
た
夜
も
明
け
方
帰
る
時
に
呼
び
止
め
て
謡
わ
せ
、
法

皇
に
貸
し
て
も
ら
え
た
日
は
、
夕
方
か
ら
謡
わ
せ
て
、
聞
き
習
っ
て
謡
う
歌

も
あ
っ
た
、
と
い
う
。
鏡
山
の
傀
儡
女
あ
こ
丸
は
主
殿
寮
に
、
神
崎
の
遊
女

か
ね
は
、
女
院
に
出
仕
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
女
院
の
言
葉
か
ら
推
察
す
る

と
、
奉
仕
の
内
容
は
、
今
様
を
謡
う
い
わ
ば
歌
手
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
あ
こ
丸
は
、
中
納
言
藤
原
親
信
（
一
一
三
七
〜
一
一
九
七
）
の
息
子
、

定
輔
・
親
兼
・
仲
経
達
の
母
と
考
え
ら
れ
て
い
る***

。
定
輔
は
、『
尊
卑
分
脈
』

道
隆
公
孫
水
無
瀬
で
は
「
母
官
女
阿
古
丸
」
と
あ
り
、『
公
卿
補
任
』
で
は
「
母

官
仕
女
（
半
物
阿
古
丸
）」（
建
久
二
年
尻
付
）
と
あ
る
。「
主
殿
寮
」
に
出

仕
し
て
い
た
官
女
、
詳
し
く
は
半
物
阿
古
丸
と
同
じ
と
考
え
て
間
違
い
な
か

ろ
う
。
親
信
は
、
後
白
河
法
皇
の
側
近
で
、『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
も
、
仁

安
四
年
（
一
一
六
九
）
の
第
十
二
度
の
熊
野
詣
で
に
同
行
し
、
両
所
の
御
前

で
一
緒
に
寝
て
、
長
歌
・
古
柳
・
今
様
・
早
歌
等
を
奉
納
し
、「
え
も
い
は
ぬ

麝
香
の
香
」
を
一
緒
に
嗅
い
で
い
る
。
後
白
河
法
皇
の
今
様
教
習
の
場
で
、

主
殿
寮
の
半
物
だ
っ
た
傀
儡
女
阿
古
丸
と
親
信
が
出
会
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

定
輔
（
一
一
六
五
〜
一
二
二
七
）
は
、
親
信
二
十
八
歳
の
時
の
誕
生
で
あ
る
。

貴
族
層
男
子
は
、
十
代
後
半
か
ら
二
十
代
前
半
に
、
正
式
な
結
婚
を
し
同
居

す
る
の
で
、
正
式
な
妻
は
他
に
居
た
が
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
か
、

早
世
し
た
た
め
、
阿
古
丸
所
生
の
定
輔
が
一
男
と
し
て
権
大
納
言
正
二
位
ま

で
昇
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
遊
女
や
傀
儡
女
・
白
拍
子
が
賤
視

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
と
し
て
、
公
卿
の
母
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、太
政
大
臣
実
基
の
母
が「
白
拍
子（
五
条
夜
叉
）」（『
公

卿
補
任
』
承
久
二
年
尻
付
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
妻
と
し
て
遇
さ
れ
た
、

と
も
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
基
の
場
合
は
、
左
大
臣
実
房
女
を
母
に
持
つ
兄

弟
の
実
嗣
が
早
世
し
た
結
果
だ
っ
た***

。
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
五
月
、
三

男
親
兼
が
母
の
服
解
か
ら
復
任
し
て
お
り
、
阿
古
丸
は
親
信
よ
り
も
長
寿
で

あ
り
、
八
十
歳
以
上
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
阿
古
丸
は
、
寿
永
二
年

（
一
一
八
三
）
六
月
、
仏
師
運
慶
と
共
に
「
女
大
施
主
」
と
な
り
、
他
の

六
十
六
人
と
一
緒
に
法
華
経
書
写
を
行
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る「
運
慶
願
経
」

で
あ
る
。
夫
親
信
は
ま
だ
生
存
し
て
お
り
、
阿
古
丸
独
自
に
、
傀
儡
女
、
遊

女
、
白
拍
子
等
の
芸
能
人
を
二
十
数
名
結
集
し
て
結
縁
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
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け
の
財
力
と
結
集
力
を
持
っ
て
い
た
。

　

他
に
も
、
後
白
河
法
皇
に
寵
愛
さ
れ
円
慧
法
親
王
を
産
ん
だ
二
条
院
の
め

の
と
坊
門
殿
と
目
井
の
弟
子
初
声
は
知
り
合
い
だ
っ
た
（『
梁
塵
秘
抄
口
伝

集
』）。
坊
門
殿
は
、
兵
衛
尉
藤
原
信
業
の
娘
だ
か
ら
、
下
級
貴
族
層
出
身
の

女
房
で
あ
る
。
女
房
と
傀
儡
女
が
緊
密
な
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
身

分
意
識
や
階
層
意
識
に
違
和
感
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
傀
儡
女
が
朝

廷
の
下
級
女
官
と
し
て
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
朝
廷
や
貴
族
邸
宅
に
仕
え
る
「
半は
し
た
も
の物

」
は
、
貴
族
層
の
懸
想
の
対

象
だ
っ
た
。
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
四
月
刃
傷
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　
　

四
月
二
十
六
日　

戌
刻
（
午
後
八
時
）
ば
か
り
、
尾
張
権
守
佐
実
の
雑

色
、
走
り
来
た
り
て
告
げ
て
云
わ
く
、
土
御
門
富
小
路
辺
に
お
い
て
、

驚
く
事
有
り
、
雑
色
両
三
人
す
で
に
刃
傷
さ
る
る
な
り
。
聞
き
驚
き
、

人
を
走
ら
せ
尋
ね
し
む
に
、
誰
人
の
所
為
か
知
ら
ず
。

　
　

五
月
十
一
日
、
尾
張
権
守
佐
実
消
息
を
以
て
、
殿
下
（
忠
実
）
に
奉
り

お
わ
ん
ぬ
と
云
々
。
是
れ
疑
人
を
申
し
達
す
る
か
。

　
　

十
八
日
、
殿
下
よ
り
御
消
息
を
以
て
仰
せ
ら
れ
て
云
わ
く
、
佐
実
刃
傷

さ
る
る
事
、
日
ご
ろ
誰
人
の
所
為
か
知
ら
ざ
る
の
間
、
昨
日
酉
時
ば
か

り
、皇
后
宮
大
進
源
仲
正
を
召
し
問
う
と
こ
ろ
、す
で
に
以
て
承
状
（
伏

カ
）
す
。
下
手
人
等
彼
の
従
者
を
搦
め
取
り
お
わ
ん
ぬ
。
是
れ
互
い
に

下
女
を
愛
す
る
の
間
、
此
の
犯
過
を
成
す
な
り
〈
件
の
女
は
半
物
な
り
。

皇
后
宮
宣
旨
の
曹
局
の
者
な
り
〉。
驚
き
な
が
ら
書
状
を
も
っ
て
、
佐

実
の
許
に
告
げ
お
わ
ん
ぬ
。

　
　

二
十
一
日
、
盛
重
こ
の
間
、
尾
張
権
守
佐
実
を
刃
傷
の
犯
人
等
を
追
捕

す
る
な
り
。
よ
り
て
こ
の
勧
賞
あ
り
。
大
夫
尉
三
人
初
例
な
り（
中
略
）。

去
月
二
十
六
日
夜
、
佐
実
刃
傷
さ
る
な
り
。
是
れ
皇
后
宮
大
進
源
仲
正

の
所
為
な
り
。
よ
り
て
一
日
、
左
衛
門
弓
場
に
下
さ
れ
お
わ
ん
ぬ
。
彼

の
人
の
郎
等
を
尋
ね
所
々
を
追
捕
す
る
な
り
。（『
中
右
記
』）

事
件
は
四
月
二
十
六
日
に
起
こ
っ
た
が
、
五
月
十
一
日
に
は
被
害
者
藤
原
佐

実
が
摂
政
に
訴
え
、
十
二
日
に
は
、「
佐
実
犯
人
擬
し
申
す
。
よ
り
て
そ
の
由

を
院
に
奏
せ
し
む
」（『
殿
暦
』）
と
忠
実
が
白
河
上
皇
に
訴
え
て
い
る
。
佐

実
は
、
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
四
月
二
十
六
日
の
忠
通
元
服
儀
式
に
は
前

駈
に
な
っ
て
お
り
、
摂
関
家
の
家
司
を
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に

院
ま
で
報
告
さ
れ
、
犯
人
探
し
が
行
わ
れ
、
十
八
日
に
は
皇
后
宮
大
進
源
仲

正
の
従
者
が
下
手
人
と
し
て
捕
ま
っ
て
い
る
。
佐
実
を
刃
傷
し
た
理
由
は
、

「
互
い
に
下
女
を
愛
す
る
」
故
で
あ
り
、
こ
の
下
女
は
、「
皇
后
宮
宣
旨
」
に

仕
え
て
い
る
半
物
だ
と
あ
る
。
皇
后
は
、
白
河
上
皇
の
皇
女
令
子
内
親
王
で

あ
り
、
鳥
羽
天
皇
の
准
母
と
し
て
立
后
さ
れ
て
い
る
。
宣
旨
は
、
立
后
の
際

に
任
命
さ
れ
た
女
房
三
役
の
一
人
で
あ
る***

。
皇
后
宮
大
進
源
仲
正
は
、
職
務

柄
皇
后
宮
に
出
入
り
し
て
お
り
、
そ
こ
で
女
房
宣
旨
の
も
と
で
働
い
て
い
た

半
物
と
愛
情
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
に
、
身
分
の
高
い
佐
実
が
横
取
り
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
女
房
に
仕
え
る
半
物
を
め

ぐ
っ
て
貴
族
同
士
で
刃
傷
事
件
ま
で
起
こ
っ
て
い
た
事
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、『
古
今
著
聞
集
』
二
〇
二
段
に
は
、
宇
治
入
道
殿
（
師
実
）
に
侍
う

「
う
れ
し
さ
と
い
ふ
は
し
た
物
を
、
顕
輔
卿
け
さ
ふ
さ
せ
ら
れ
け
る
に
、
つ

れ
な
か
り
け
れ
ば
、
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
り
、
正
三
位
ま
で
昇
る
藤
原
顕

輔
（
一
〇
九
〇
〜
一
一
五
九
）
が
、
摂
関
家
の
半
物
に
懸
想
し
て
和
歌
を
送

る
が
、
半
物
の
方
が
誘
い
に
乗
っ
て
い
な
い
。
説
話
ゆ
え
に
誇
張
が
さ
れ
て

は
い
よ
う
が
、
貴
族
層
に
と
っ
て
、
半
物
は
、
恋
愛
の
対
象
に
な
る
女
性
た

ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
半
物
阿
古
丸
と
親
信
と
の
関
係
も
首
肯
で
き
よ
う
。

　

平
安
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
朝
廷
や
貴
族
邸
宅
に
出
仕
す
る
女
房
や
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女
官
は
、夫
や
パ
ト
ロ
ン
を
持
た
な
け
れ
ば
、安
定
し
た
生
活
を
送
れ
な
か
っ

た
。「
大
殿
（
兼
家
）
年
来
や
も
め
に
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
召
人
の
内
侍

の
す
け
の
お
ぼ
え
、
年
月
に
そ
へ
て
た
だ
権
の
北
の
方
に
て
、
世
の
中
の
人

み
や
う
ぶ
（
名
簿
）
し
、さ
て
司
召
し
の
折
り
は
た
だ
こ
の
局
に
集
る
」（『
栄

花
物
語
』巻
二
）。兼
家
は
、時
姫
や
村
上
天
皇
皇
女
保
子
内
親
王
が
没
し
、『
蜻

蛉
日
記
』
の
作
者
と
別
れ
て
後
、
正
式
な
妻
は
持
た
な
か
っ
た
。
娘
の
超
子

の
女
房
だ
っ
た
大
輔
は
、
妻
で
は
な
く
妾
的
位
置
の
召
人
だ
っ
た
。
す
で
に

平
安
中
期
の
上
層
貴
族
層
で
は
、
正
式
に
儀
式
を
挙
げ
た
ツ
マ
の
内
、
同
居

の
正
妻
・
次
妻
、
儀
式
を
あ
げ
な
い
継
続
的
性
関
係
を
持
つ
妾
等
、
ツ
マ
達

の
序
列
が
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
院
政
期
に
な
る
と
一
夫
一
妻
多
妾
制
が

確
立
す
る
。
摂
関
の
妻
が
北
政
所
と
な
る
十
一
世
紀
後
期
が
画
期
で
あ
る***

。

　

院
政
期
に
は
、
落
ち
ぶ
れ
た
貴
族
女
性
や
女
房
た
ち
を
、
貴
豪
族
層
の
男

性
達
に
斡
旋
す
る
「
中
媒
」
が
お
り
、
実
質
的
な
買
売
春
が
行
わ
れ
て
い
た***

。

『
遊
女
記
』
に
は
、「
そ
の
豪
家
の
侍
女
、
上
下
の
船
に
宿
る
者
、
こ
れ
を
湍

繕
と
謂
ひ
、
ま
た
出
遊
と
称
ふ
。
少
分
の
贈
を
得
て
、
一
日
の
資
と
為
せ
り
」

と
あ
り
、
豪
家
に
仕
え
る
侍
女
、
す
な
わ
ち
女
房
や
半
物
、
雑
色
等
が
、
遊

女
と
同
じ
く
売
春
を
し
て
生
活
の
資
に
し
て
い
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

「
出
遊
」
は
、「
娼
家
に
属
せ
ぬ
素
人
の
売
色
の
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る***

。

「
い
で
あ
そ
び
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、や
は
り
「
あ
そ
び
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

遊
女
・
傀
儡
女
は
、
芸
能
と
売
春
を
業
と
し
て
い
た
が
、
女
房
や
半
物
、
雑

色
等
も
、
出
仕
し
つ
つ
、
同
様
な
売
春
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
、

遊
女
や
傀
儡
女
だ
け
が
特
別
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

第
四
の
特
徴
は
、
永
続
的
な
配
偶
関
係
の
妾
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
傀
儡

女
が
上
京
し
、
朝
廷
や
貴
族
に
出
仕
す
る
こ
と
は
一
般
的
だ
っ
た
。
そ
の
過

程
で
、
目
井
と
清
経
、
阿
古
丸
と
親
信
の
よ
う
に
、
妾
と
し
て
生
涯
に
渡
っ

て
生
活
を
援
助
さ
れ
た
傀
儡
女
が
登
場
す
る
。
と
こ
ろ
が
、『
公
卿
補
任
』
や

『
尊
卑
分
脈
』
で
、
母
に
「
傀
儡
」「
傀
儡
子
」「
傀
儡
女
」
と
明
記
さ
れ
た

事
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。『
公
卿
補
任
』
に
お
い
て
、
母
に
白
拍
子
・
舞
女
・

遊
女
等
と
記
さ
れ
た
も
の
を
検
討
す
る
と
、
白
拍
子
・
舞
女
を
母
に
持
つ
公

卿
が
十
一
名
い
た***

。
遊
女
は
、
従
三
位
参
議
藤
原
（
一
条
）
信
能
の
母
「
江

口
遊
君
（
慈
氏
）」（
承
久
二
年
尻
付
）、
藤
原
（
葉
室
）
頼
藤
の
母
「
遊
君
」

（
永
仁
二
年
尻
付
）
の
二
名
だ
け
で
あ
る
。
傀
儡
女
は
い
な
い
。
白
拍
子
は

十
二
世
紀
中
頃
に
男
舞
を
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
芸
能
者
で
、
京
内
に
い
た
歌

女
等
は
そ
の
源
流
で
あ
っ
た
。
後
鳥
羽
上
皇
に
よ
る
水
無
瀬
殿
の
宴
で
は
、

江
口
・
神
崎
等
の
遊
女
は
郢
曲
、
京
か
ら
や
っ
て
き
た
白
拍
子
は
舞
、
と
確

実
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
白
拍
子
や
舞
女
が
多
い
の
は
、
京
に
い
た
た
め
、

恒
常
的
な
配
偶
関
係
で
あ
る
妾
に
な
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、『
尊
卑
分
脈
』
で
は
、
母
に
橋
本
や
池
田
宿
等
の
東
海
道
宿
駅
の
遊
女

と
注
記
さ
れ
た
武
士
は
多
い
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
十
三
世
紀
に

は
、
傀
儡
女
が
遊
女
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
り
、
む
し
ろ
、

義
朝
の
息
子
義
平
の
母
は
橋
本
宿
の
傀
儡
女
、
範
頼
の
母
は
池
田
宿
の
傀
儡

女
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
傀
儡
女
は
陸
の
宿
駅
に
お
り
、
京
と
拠
点
を
往

来
す
る
武
士
層
と
恒
常
的
性
関
係
を
持
つ
妾
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
は
、「
歌
謡
ひ
の
ひ
め
う
し
」「
こ
の
ひ

め
う
し
、
目
井
が
弟
子
、
伊
通
・
伊
実
父
子
の
愛
物
な
り
」
と
あ
る
。
美
濃

国
青
墓
の
目
井
の
弟
子
だ
か
ら
、
ひ
め
う
し
も
傀
儡
女
の
可
能
性
が
高
い
。

太
政
大
臣
に
な
る
藤
原
伊
通
（
一
〇
九
三
〜
一
一
六
五
）
と
藤
原
伊
実

（
一
一
二
四
〜
一
一
六
〇
）
父
子
の
愛
物
と
あ
り
、
父
子
の
妾
的
存
在
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
妾
と
な
っ
て
も
目
井
の
よ
う
に
清
経
の
子
ど
も
を
出
産
し

な
い
と
系
図
類
に
の
こ
る
こ
と
は
無
い
。
さ
ら
に
、
妾
と
し
て
の
配
偶
関
係
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は
、
不
安
定
な
関
係
で
あ
り
、
愛
情
が
薄
れ
る
と
生
活
の
援
助
も
さ
れ
ず
、

放
棄
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
目
井
へ

の
愛
情
が
薄
れ
て
も
、
死
去
す
る
ま
で
面
倒
を
見
た
清
経
が
高
く
評
価
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。「
傀
儡
あ
こ
」
は
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

　
　
　

尾
張
国
に
、
京
よ
り
く
だ
れ
り
け
る
男
の
か
た
ら
ひ
つ
き
侍
け
る
が
、

あ
す
の
ぼ
り
な
ん
と
し
け
る
時
、
し
ぬ
ば
か
り
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
い
く
べ

き
心
ち
せ
ぬ
よ
し
い
ひ
け
る
に
、

　
　

し
ぬ
ば
か
り
誠
に
な
げ
く
道
な
ら
ば
命
と
と
も
に
の
ぼ
よ
と
ぞ
思
ふ***

傀
儡
と
あ
る
の
で
、
十
二
世
紀
〜
十
三
世
紀
に
詠
ま
れ
た
歌
と
思
わ
れ
る
が
、

京
か
ら
尾
張
国
に
任
務
で
や
っ
て
来
た
貴
族
層
と
語
ら
っ
て
い
た
傀
儡
女
は
、

相
手
が
上
京
す
る
別
離
に
、「
死
ぬ
ば
か
り
」
苦
し
ん
で
い
る
と
の
歌
を
詠
う
。

も
ち
ろ
ん
歌
の
誇
張
で
あ
ろ
う
が
、
尾
張
国
に
滞
在
中
に
一
定
期
間
関
係
を

継
続
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

街
道
の
傀
儡
女
は
、
様
々
な
要
因
で
上
京
し
、
貴
豪
族
層
と
交
流
し
、
和

歌
を
詠
み
、
今
様
を
謡
っ
た
。
平
安
末
ま
で
は
、
け
っ
し
て
貴
族
層
と
対
等

で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
卑
賤
視
さ
れ
た
り
、
低
く
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
は
、
以
上
の
特
徴
か
ら
う
か
が
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、『
梁
塵

秘
抄
口
伝
集
』
を
見
る
と
、
江
口
・
神
崎
の
遊
女
や
、
青
墓
・
墨
俣
等
街
道

の
傀
儡
女
が
、
後
白
河
法
皇
の
御
所
に
自
由
に
出
入
り
し
て
お
り
、
芸
能
者

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
売
春
を
す
る
も
の
の
、
後
見
者
を

持
ち
正
式
に
結
婚
し
妻
と
な
る
貴
族
女
性
は
別
と
し
て
、
当
時
は
女
房
や
女

官
と
し
て
朝
廷
や
貴
族
邸
宅
に
出
仕
す
る
女
性
達
は
、
主
の
性
的
奉
仕
者
と

し
て
の
召
人
と
な
っ
た
り
、
出
入
り
の
貴
族
達
の
妾
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い

は
男
を
斡
旋
す
る
老
女
や
物
知
り
女
房
な
ど
の
媒
介
に
よ
り
一
夜
の
性
関
係

を
も
っ
た
り
、
上
京
中
の
地
方
豪
族
の
現
地
妻
に
な
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ

て
は
淀
川
に
浮
か
ぶ
舟
で
売
春
を
す
る
「
出
遊
」
を
し
た
り
し
な
い
と
生
活

で
き
な
い
女
性
が
多
か
っ
た
。
女
性
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
背
景
を
考
え
る

と
、
遊
女
や
傀
儡
女
と
さ
ほ
ど
差
は
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
け
っ
し
て
非
難
も

蔑
視
も
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
傀
儡
女
の
ゆ
く
え

　

平
安
末
の
十
二
世
紀
に
は
、
上
京
し
て
後
白
河
上
皇
に
今
様
を
伝
授
す
る

ほ
ど
活
躍
し
て
い
た
傀
儡
女
は
、
し
か
し
、
十
三
世
紀
後
半
に
は
姿
を
消
し

て
い
く
。
そ
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
、
要
因
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
街
道
の
傀
儡
女
た
ち
が
遊
女
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

十
三
世
紀
初
頭
で
あ
る
。
京
都
で
隠
遁
生
活
を
送
る
貴
族
が
東
海
道
を
通
っ

て
鎌
倉
ま
で
行
っ
た
『
海
道
記
』
が
あ
る
。
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
四
月

四
日
、
京
都
を
出
発
し
、
東
海
道
旅
行
の
様
子
を
記
し
、
十
七
日
に
は
鎌
倉

に
到
着
し
、
十
日
ほ
ど
滞
在
し
、
母
の
病
で
帰
途
に
着
く
と
こ
ろ
で
終
わ
っ

て
い
る
。
赤
坂
宿
を
次
の
よ
う
記
し
て
い
る
。

　
　

九
日
、
矢
矧
を
立
ち
て
、
赤
坂
の
宿
を
過
ぐ
。
昔
、
こ
の
宿
の
遊
君
、

花
齢
春
こ
ま
や
か
に
、
蘭
質
秋
か
う
ば
し
き
者
あ
り
。
貌
を
潘
安
仁
が

弟
妹
に
か
り
て
、
契
を
参
川
の
吏
の
妻
妾
に
結
べ
り***

。

　
　
（
矢
矧
を
出
立
、
赤
坂
の
宿
を
過
ぎ
る
。
昔
、
こ
の
宿
の
遊
女
で
、
顔

は
春
の
花
の
様
に
美
し
く
、
正
確
は
秋
の
蘭
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
い
た
。

顔
は
潘
安
仁
の
妹
の
よ
う
で
あ
り
、
三
河
国
の
守
の
妻
妾
に
な
っ
た
）

三
河
国
赤
坂
宿
の
傀
儡
女
は
「
遊
君
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

説
話
の
三
河
守
は
、
三
河
守
大
江
定
基
で
あ
り
、
出
家
し
て
寂
照
と
な
り
、

中
国
に
渡
り
円
通
大
師
と
呼
ば
れ
、
長
元
七
年
（
一
〇
三
四
）
杭
州
で
没
す

る
。
出
家
の
理
由
を
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
第
二
話
で
は
、
若
い
美
し
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い
女
性
を
妻
に
し
て
三
河
国
に
赴
任
し
た
。
妻
が
亡
く
な
っ
た
が
葬
送
し
な

い
で
抱
き
続
け
、
口
を
吸
っ
た
ら
あ
ま
り
の
口
の
臭
さ
に
驚
き
、
葬
り
世
を

は
か
な
ん
で
出
家
し
た
。
出
家
の
動
機
は
都
か
ら
連
れ
て
き
た
美
人
妻
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
赤
坂
宿
の
遊
君
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
源
平

盛
衰
記
』
七
、
近
江
石
塔
寺
事
で
は
、「
赤
坂
の
遊
女
力
寿
」
と
さ
れ
て
い
る
。

時
代
の
変
容
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。

　
『
海
道
記
』
四
月
十
六
日
は
、
足
柄
山
か
ら
関
下
、
逆
川
の
行
程
で
あ
る
。

　
　

か
の
山
祇
の
昔
の
歌
は
、
遊
君
が
口
に
つ
た
へ
、
嶺
猿
の
夕
の
鳴
は
、

行
人
の
心
を
痛
ま
し
む
〈
昔
、
青
墓
の
宿
の
君
女
、
こ
の
山
を
越
え
け

る
時
、
山
神
、
翁
に
化
し
て
歌
を
教
え
た
り
。
足
柄
と
云
ふ
は
、
此
な

り
。〉

　
　
（
あ
の
山
の
神
の
昔
の
歌
は
、
遊
女
の
口
に
伝
え
ら
れ
、
峰
の
猿
の
夕

方
の
声
は
、
旅
人
の
心
を
悲
し
ま
せ
る
〈
昔
、
青
墓
の
宿
場
の
遊
女
が

こ
の
山
を
越
え
た
時
、山
の
神
が
老
人
の
姿
で
現
れ
、歌
を
教
え
た
。「
足

柄
」
と
い
う
歌
の
こ
と
だ
〉）。

青
墓
宿
の
「
遊
君
」
が
足
柄
山
を
越
え
た
説
話
が
出
来
て
い
た
の
も
興
味
深

い
。
さ
ら
に
、
同
日
の
記
事
で
あ
る
。

　
　

関
下
の
宿
を
過
ぐ
れ
ば
、
宅
を
双
ぶ
る
住
民
は
、
人
を
や
ど
し
て
主
と

し
、
窓
に
う
た
ふ
君
女
は
、
客
を
留
め
て
夫
と
す
。
憐
む
べ
し
、
千
年

の
契
を
旅
宿
一
夜
の
夢
に
結
び
、
生
涯
の
た
の
み
を
往
還
諸
人
の
望
に

か
く
。

　
　
（
関
下
の
宿
場
を
通
る
と
、
家
を
並
べ
る
住
民
は
旅
人
を
泊
め
て
一
夜

の
主
人
と
し
、
窓
辺
で
謡
う
遊
女
は
、
旅
人
を
引
き
留
め
て
一
夜
の
夫

と
す
る
。
可
哀
想
だ
よ
。
千
年
ま
で
も
夫
婦
で
い
よ
う
と
い
う
約
束
を

旅
の
宿
の
一
夜
の
夢
に
結
び
、
一
生
涯
の
生
活
の
頼
み
を
行
き
来
す
る

旅
人
の
泊
を
す
る
気
持
ち
に
か
け
て
い
る
）

関
下
宿
に
は
「
君
女
」
と
あ
る
が
、
遊
女
と
考
え
て
よ
く
、
多
く
い
た
事
が

う
か
が
え
る
。

　

た
だ
し
、
傀
儡
女
の
呼
称
が
、
す
べ
て
た
だ
ち
に
遊
女
・
遊
君
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
常
陸
笠
間
の
武
士
塩
屋
時
朝
が
、
池
田
の
傀
儡
か

め
つ
る
を
黄
瀬
川
宿
ま
で
同
行
し
歌
を
詠
ん
だ
の
は
十
三
世
紀
中
頃
だ
っ
た
。

遠
江
国
橋
下
（
本
）
宿
の
藤
王
と
い
う
傀
儡
女
も
登
場
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
鎌
倉
期
の
傀
儡
女
で
一
番
著
名
な
の
は
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）

七
月
二
十
三
日
の
関
東
下
知
状
で
あ
る
。
駿
河
国
宇
都
谷
郷
今
宿
傀
儡
と
久

遠
寿
量
院
雑
掌
教
円
と
の
相
論
に
対
し
て
、
幕
府
が
裁
決
を
下
し
た***

。
幕
府

は
、
そ
れ
ま
で
傀
儡
が
負
担
し
た
事
の
な
い
旅
人
雑
事
用
途
の
賦
課
や
、
走

湯
・
箱
根
両
権
現
の
参
詣
に
要
す
る
役
、
あ
る
い
は
在
家
間
別
銭
の
賦
課
な

ど
、
教
円
が
行
っ
た
七
箇
条
に
渡
る
様
々
な
新
儀
を
停
止
し
、
し
か
も
教
円

を
交
替
さ
せ
る
裁
決
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
傀
儡
の
言
い
分
を
全
面
的
に

認
め
た
の
で
あ
る
。「
当
郷
預
所
四
代
内
三
代
の
預
所
代
は
、
栄
耀
尼
の
聟

た
る
の
間
」
と
あ
り
、
傀
儡
女
が
孫
ま
で
三
代
に
渡
り
聟
を
取
り
預
所
代
に

し
て
お
り
、
母
系
的
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る***

。
傀
儡
女
栄

耀
尼
は
宇
都
谷
郷
今
宿
に
定
着
し
、
土
地
を
領
有
し
、
三
代
に
渡
っ
て
預
所

代
官
を
勤
め
る
長
者
だ
っ
た***

。
こ
こ
で
は
、「
傀
儡
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
十
二
月
二
十
六
日
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
追
加
法
が

出
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一　

離
別
妻
妾
知
行
前
夫
所
領
の
事

　
　

右
、
有
功
無
過
の
妻
妾
、
離
別
さ
れ
る
と
雖
も
、
前
夫
、
譲
り
与
え
る

所
の
所
領
を
悔
い
返
す
こ
と
能
わ
ず
の
由
、
式
目
に
載
せ
ら
れ
お
わ
ん

ぬ
。（
中
略
）
次
ぎ
に
非
御
家
人
の
輩
の
女
子
な
ら
び
に
傀
儡
子
・
白
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拍
子
・
及
び
凡
卑
女
等
、
夫
の
所
領
を
誘
い
取
り
、
知
行
せ
し
む
る
は
、

同
じ
く
之
を
召
さ
る
べ
し
。
た
だ
し
、
後
家
と
為
り
、
貞
節
有
る
は
、

制
の
限
り
に
非
ず***

。

傀
儡
女
・
白
拍
子
た
ち
が
、
鎌
倉
御
家
人
の
妻
妾
と
な
る
こ
と
、
夫
か
ら
所

領
を
譲
与
さ
れ
る
こ
と
、
夫
没
後
、
後
家
に
な
っ
て
貞
節
を
守
っ
て
い
れ
ば
、

そ
の
所
領
は
悔
い
返
さ
れ
な
い
こ
と
、
等
が
う
か
が
え
る
。

　

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
八
月
、
駿
河
国
実
相
寺
衆
徒
ら
が
、
院
主
の
非

法
を
幕
府
に
訴
え
た
中
に
も
傀
儡
が
出
て
く
る
。

　
　

一
同
仁
（
院
主
代
）、
女
を
遊
宴
余
に
会
し
、
住
僧
を
煩
わ
せ
し
む
事

　
　

右
、
偏
に
権
門
張
行
と
号
す
の
間
、
或
い
は
馬
を
参
籠
の
行
人
に
宛
て
、

鎌
倉
の
女
を
送
ら
し
む
。
或
い
は
夫
を
修
学
の
住
僧
に
招
き
、
蒲
原
の

君
を
迎
え
し
む
。
啻
だ
傾
城
の
送
迎
を
愁
う
の
み
に
匪
ら
ず
、
傀
儡
に

田
畠
を
宛
作
せ
し
む
を
、
止
住
の
僧
涙
を
流
し
、
悲
し
む
。
見
聞
き
の

輩
は
控
手
し
、
笑
う
の
み
。
昔
は
殊
に
清
浄
の
寺
と
為
す
。
今
は
、
変

じ
て
、
汗
穢
の
郷
と
作
る
。
鬼
神
定
め
て
祟
る
か
。
仏
語
あ
に
妄
や***

。

実
相
寺
は
駿
河
国
富
士
郡
岩
本
（
現
富
士
市
）
に
あ
り
、
富
士
川
を
は
さ
ん

だ
対
岸
に
蒲
原
宿
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
君
」
を
招
き
、
送
迎
を
さ
せ
、
そ

の
上
、
傀
儡
に
田
畠
を
宛
作
さ
せ
る
、
と
訴
え
て
い
る
。
清
浄
で
あ
る
べ
き

寺
内
に
傀
儡
女
を
招
き
、
遊
宴
し
、
そ
の
傀
儡
女
た
ち
に
領
地
の
耕
作
を
優

先
的
に
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
傀
儡
」
の
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
二
点
の
文
永
年
間
の
傀
儡
史
料
が
、
ほ
ぼ
、
街
道
傀
儡
女
の
登
場

下
限
で
あ
る
。
以
後
は
、
ほ
と
ん
ど
「
遊
女
」
が
使
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

弘
安
六
年（
一
二
八
三
）に
出
さ
れ
た
御
家
人
宇
都
宮
氏
が
定
め
た
法
律「
宇

都
宮
家
式
条
」
の
一
条
文
で
あ
る
。

　
　

一
、
鎌
倉
屋
形
以
下
の
事
、
地
の
事
。

　
　

右
、
給
人
の
進
止
と
し
て
子
孫
に
相
伝
す
べ
か
ら
ず
。
た
と
え
当
給
人
、

存
日
た
り
と
い
え
ど
も
伺
候
の
躰
に
従
い
、
別
人
に
宛
て
行
わ
る
べ
し
。

兼
ね
て
又
、
白
拍
子
・
遊
女
・
仲
人
等
の
輩
、
彼
の
地
に
居
え
置
く
事
、

一
向
こ
れ
を
停
止
す
べ
し
。

宇
都
宮
氏
の
代
理
人
で
あ
る
給
人
が
鎌
倉
の
屋
形
に
住
ん
で
い
た
こ
と
、
屋

形
は
給
人
の
子
孫
に
勝
手
に
相
続
さ
せ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
白
拍
子
・
遊

女
・
仲
人
等
が
給
人
か
ら
借
り
て
住
ん
で
い
た
こ
と
が
う
が
か
え
る
。
白
拍

子
・
遊
女
・
仲
人
た
ち
は
、
屋
形
を
借
り
て
家
賃
を
払
い
、
商
売
を
行
っ
て

い
た***

。
こ
こ
で
は
、
白
拍
子
・
遊
女
と
あ
り
、
傀
儡
女
は
出
て
こ
な
い
。

　

東
海
道
宿
駅
の
女
性
芸
能
者
た
ち
に
つ
い
て
は
、『
平
家
物
語
』『
源
平
盛

衰
記
』『
義
経
記
』
等
に
頻
出
す
る
が
、
す
べ
て
「
遊
女
」「
遊
君
」
で
あ
り
、

傀
儡
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
鎌
倉
幕
府
の
歴
史
書
『
吾
妻
鏡
』
も
す
べ
て

同
様
で
あ
る
。
ど
れ
も
、
十
三
世
紀
後
期
に
原
形
が
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で

あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
も
編
纂
過
程
で
当
時
の
用
語
で
あ
る
遊
女
・
遊
君
に
統

一
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
、
や
は
り
十
三
世
紀
初
頭
か
ら
陸
の
傀

儡
女
は
遊
女
・
遊
君
と
称
さ
れ
始
め
、
十
三
世
紀
末
に
は
ほ
ぼ
そ
の
呼
称
が

浸
透
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

先
の
「
宇
都
宮
家
式
条
」
が
出
さ
れ
た
の
と
同
じ
文
永
・
弘
安
年
間
頃
成

立
の
『
塵
袋
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

ク
グ
ツ
ト
云
ウ
ハ
、
昔
ハ
サ
マ
ザ
マ
ニ
ア
ソ
ビ
・
術
ド
モ
ヲ
シ
テ
、
人

ニ
愛
セ
ラ
レ
ケ
リ
。
今
ノ
世
ニ
其
ノ
義
ナ
シ
。
女
ハ
遊
君
ノ
ゴ
ト
シ
。

男
ハ
殺
生
ヲ
業
ト
ス***

。

諸
国
を
巡
回
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
よ
う
な
傀
儡
子
集
団
は
無
く
な
り
、

女
性
は
宿
駅
に
定
着
し
て
遊
女
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
男
性
の
人
形
廻
し
を

し
つ
つ
年
頭
を
言
祝
ぐ
芸
能
者
は
、
別
の
名
で
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
の
十
三
世
紀
の
中
頃
こ
そ
が
、
傀
儡
女
と
よ
ば
れ
今
様
を
謡
っ
た
芸
能
的

側
面
が
低
下
し
、
旅
人
と
一
夜
を
共
に
す
る
売
春
の
方
が
強
く
な
っ
た
時
期

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

十
一
世
紀
頃
か
ら
、
陸
の
宿
駅
で
、
歌
と
共
寝
を
す
る
傀
儡
女
が
姿
を
見

せ
、
十
二
世
紀
に
は
、
白
河
法
皇
御
所
に
自
由
に
出
入
り
し
、
一
緒
に
今
様

を
謡
い
、
貴
族
の
配
偶
者
の
妾
と
な
る
傀
儡
女
の
変
遷
を
見
て
き
た
。
後
白

河
法
皇
は
、
御
所
で
今
様
談
義
を
す
る
。

　
　

法
住
寺
の
広
御
所
に
し
て
今
様
の
会
あ
り
。
小
大
進
が
足
柄
を
聞
く
に
、

我
に
違
わ
ぬ
由
申
す
。（
中
略
）
広
時
、「
御
歌
も
聞
か
ぬ
居い

中な
か

よ
り
上

り
き
た
る
が
、
斯
く
露
違
わ
ぬ
事
の
、
物
の
筋
あ
は
れ
な
る
事
」
と
て

流
涕
す
る
を
、
人
々
こ
れ
を
笑
ひ
な
が
ら
、
皆
涙
を
落
と
す
。
あ
こ
丸

腹
立
ち
て
、
小
大
進
が
背
中
を
強
く
打
て
、「
良
か
む
な
る
歌
、
ま
た
謡

は
れ
よ
」
と
云
ふ
。
皆
人
憎
み
合
ひ
た
り
。（『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』）

今
様
と
い
う
芸
術
を
媒
介
に
、
今
様
を
謡
う
傀
儡
女
た
ち
と
隔
て
の
な
い
交

流
を
行
う
。
芸
術
に
関
し
て
は
権
力
者
法
皇
の
前
で
も
遠
慮
無
い
愛
憎
劇
を

繰
り
広
げ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。「
白
河
の
居
所
は
、「
上
達
部
・
殿
上
人
は
言

は
ず
、
京
の
男
女
・
所
々
の
端
者
・
雑
仕
・
江
口
神
崎
の
遊
女
・
国
々
の
傀

儡
子
」
の
往
来
・
交
流
・
交
感
の
〈
場
〉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
践
祚
・
即

位
の
後
、
親
政
・
院
政
の
時
代
を
通
じ
て
、
後
白
河
の
宮
廷
は
、
帝
王
と
遊

芸
の
徒
と
の
交
錯
の
〈
場
〉、
し
た
が
っ
て
交
通
・
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

サ
ブ
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
続
け
た***

」。
し
か
し
、「
鳥
羽
院
崩
れ
さ
せ
給
ひ
て
、

物
騒
が
し
き
事
あ
り
て
、
あ
さ
ま
し
き
事
出
て
来
て
、
今
様
沙
汰
も
無
か
り

し
」（『
愚
管
抄
』）
時
代
に
な
っ
て
く
る
。
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
の
傀

儡
女
乙
前
の
死
は
、
傀
儡
女
た
ち
の
歌
謡
が
芸
術
と
し
て
評
価
さ
れ
る
最
高

の
時
代
の
終
焉
で
あ
り
、
後
鳥
羽
上
皇
の
水
無
瀬
殿
で
の
遊
宴
が
下
降
を
早

め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
十
三
世
紀
に
な
る
と
、
傀
儡
女
の
名
称
は
消
滅

の
一
途
を
た
ど
り
、
十
三
世
紀
末
に
は
、
ほ
ぼ
無
く
な
っ
て
い
く
。
以
後
、

水
辺
の
遊
女
も
宿
駅
の
遊
女
も
、
売
春
の
側
面
を
強
め
て
い
く
。
ち
ょ
う
ど
、

農
民
層
に
も
家
が
確
立
し
、
家
長
の
夫
に
妻
の
性
が
所
有
さ
れ
て
い
く
時
期

で
あ
る
。
一
夜
の
共
寝
で
生
活
の
資
を
稼
ぐ
売
春
は
、
非
難
さ
れ
、
遊
女
が

賤
し
く
見
な
さ
れ
る
時
期
と
も
重
な
っ
て
い
る
。

　

鎌
倉
期
か
ら
室
町
・
戦
国
期
に
か
け
て
の
遊
女
た
ち
の
存
在
形
態
、
男
女

の
性
意
識
の
考
察
が
さ
ら
な
る
課
題
で
あ
る
。　

注*1　

日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
。
以
下
同
書

に
よ
る
。

*2　

本
間
洋
一
校
注
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
一
』
新
典
社
、
一
九
九
二
年
。
以
下
同
書

に
よ
る
。

*3　

林
屋
辰
三
郎
『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
。

*4　

滝
川
政
次
郎
『
遊
女
の
歴
史
』、
同
『
遊
行
女
婦
・
遊
女
・
傀
儡
女
』
至
文
堂
、

一
九
六
五
年
。

*5　

角
田
一
郎
『
人
形
劇
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』
旭
屋
書
店
、
一
九
六
三
年
。
芸
能

史
研
究
会
編
『
日
本
芸
能
史　

第
一
巻　

原
始
・
古
代
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
一
年
。
他
に
脇
田
晴
子
『
女
性
芸
能
の
源
流
』
角
川
選
書
、
二
〇
〇
一
年
。

*6　

小
谷
野
敦
『
日
本
売
春
史
〜
遊
行
女
婦
か
ら
ソ
ー
プ
ラ
ン
ド
ま
で
』
新
潮
選
書
、

二
〇
〇
七
年
。
今
西
一『
遊
女
の
社
会
史
〜
島
原
・
吉
原
の
歴
史
か
ら
植
民
地「
公
娼
」

制
ま
で
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
七
年
。
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*7　

拙
稿
「
白
拍
子
女
の
登
場
と
変
容
〜
中
世
前
期
の
買
売
春
」（
服
藤
早
苗
・
赤
阪
俊

一
編
『
罪
と
罰
の
文
化
誌
』
森
話
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

*8　

実
資
娘
千
古
と
兼
頼
の
婚
姻
生
活
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
邸
宅
の
造
作
と
儀
礼
・

結
婚
・
居
住
」（
倉
田
実
編
『
王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
七
年
）

参
照
、
す
で
に
千
古
は
死
去
し
て
い
た
が
、
娘
が
生
ま
れ
て
い
た
事
も
あ
り
、
婿
兼

頼
は
小
野
宮
邸
で
生
活
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
小
野
宮
一
族
に
つ
い
て
は
、
吉
田

早
苗
「
藤
原
実
資
の
家
族
」（『
日
本
歴
史
』
三
三
〇
号
、
一
九
七
五
年
）
参
照
。

*9　

古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
『
平
安
京
提
要
』
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
。

*10　

前
掲
の
滝
川
政
次
郎
・
脇
田
晴
子
等
、拙
稿
「
遊
行
女
婦
か
ら
遊
女
へ
」（
拙
著
『
平

安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

*11　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

*12　

角
田
一
郎
前
掲
書
。

*13　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。

*14　

前
掲
『
本
朝
無
題
詩
全
註
釈
一
』。

*15　

榎
原
雅
治
『
中
世
の
東
海
道
を
ゆ
く
〜
京
か
ら
鎌
倉
へ
、旅
路
の
風
景
』
中
公
新
書
、

二
〇
〇
八
年
。

*16　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
42
『
神
楽
歌　

催
馬
楽　

梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集
』
小
学
館
、

二
〇
〇
〇
年
、
以
下
同
書
に
よ
る
。

*17　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
26
『
和
泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日
記　

讃

岐
典
侍
日
記
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
。

*18　
『
市
川
市
下
総
国
分
寺
跡
〜
平
成
元
─
五
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
』
市
川
市
教
育
委

員
会
、
一
九
九
四
年
。

*19　

拙
稿
「
遊
行
女
婦
か
ら
遊
女
へ
」
前
掲
論
文
。

*20　

拙
稿
「
白
拍
子
の
登
場
と
変
容
」
前
掲
論
文
。

*21　

角
田
文
衛
「
監
物
清
経
」（
同
『
王
朝
の
明
暗
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
七
年
）。

*22　

角
田
一
郎
『
人
形
劇
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』
前
掲
書
、
等
参
照
。

*23　
『
静
岡
県
史
』
通
史
編
２
中
世
、
一
九
九
七
年
。

*24　

田
中
省
造
「
運
慶
と
阿
古
丸
〜
仏
師
と
傀
儡
子
の
世
界
」（『
皇
學
館
論
叢
』
一
─
一
、

一
九
八
三
年
）。

*25　

拙
稿
「
白
拍
子
女
の
登
場
と
変
容
」
前
掲
論
文
。
以
後
、
白
拍
子
に
関
す
る
拙
稿

は
こ
の
論
文
。

*26　

鈴
木
織
恵
「
平
安
中
期
の
女
房
・
中
宮
宣
旨
」（
服
藤
早
苗
編
『
女
と
子
ど
も
の
王

朝
史
』
森
話
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

*27　

拙
著
『
平
安
朝
の
家
と
女
性
〜
北
政
所
の
成
立
』
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
。

*28　

拙
稿
「
平
安
京
に
お
け
る
買
売
春
の
成
立
」（『
平
安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

前
掲
書
）。

*29　

大
曽
根
章
介
校
注
「
遊
女
記
」
日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
九
年
。

*30　

拙
稿
「
白
拍
子
女
の
登
場
と
変
容
」
前
掲
論
文
。

*31　
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
第
九
別
離
。

*32　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記
紀
行
集
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
。
以
下

同
書
よ
り
。

*33　

東
寺
宝
菩
提
院
文
書
。

*34　

脇
田
晴
子
「
中
世
被
差
別
民
の
生
活
と
社
会
」（
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
の
歴

史
と
解
放
運
動
』
前
近
代
編
、
部
落
問
題
研
究
所
出
版
、
一
九
八
五
年
）。

*35　

網
野
善
彦
「
中
世
の
旅
人
た
ち
」（『
日
本
論
の
視
座
』、一
九
九
三
年
）。
他
に
、『
静

岡
県
史
』
通
史
編
２
中
世
、
前
掲
書
を
参
照
。

*36　
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
。

*37　

北
山
本
門
寺
文
書
。

*38　

秋
山
哲
雄
『
都
市
鎌
倉
の
中
世
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
。

*39　

東
洋
文
庫
『
塵
袋
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
。

*40　

棚
橋
光
男
「
転
換
期
の
王
権
─
後
白
河
論
序
説
」（『
講
座
・
前
近
代
の
天
皇
１
天

皇
権
力
の
構
造
と
展
開　

そ
の
１
』
青
木
書
店
、
一
九
九
二
年
）。

─ 4*3 ─



傀儡女の登場と変容

（
四
五
）

─ 4** ─
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Appearance and Transfiguration of Kugutume
~Prostitution in Japan~
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